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河 村 倫 哉
自由主義は、抽象的な自由権の保護からこぼれ落ちるものに対して、共に生きるものとしての承認を与え
ることができないために、環境問題やエスニシテイ問題などの現代の諸問題に有効に対処し得ないと批判さ
れている。そこで本稿では、ロールズ、ラズ、オークショットの議論を比較検討することを通じて、自由主
義の立場から、自由の保障と承認とを両立させる可能性を論じる。その結果、ロールズの議論は公共文化が
醸成酒養されて承認に貢献する契機を積極的に論じることができず、他方ラズの議論は、承認に大幅な配慮
が為されているものの、社会一般の判断が誤る可能性を軽視していることが明らかになる。これにたいして、
オークショットの主張は保守的で承認の問題に冷淡であると考えられてきたが、消極的自由と承認の問題に
もっとも適切に対処する可能性を持っていると考えられる。

を意味する。
自由主義者によれば、真に自己を支配するべ

きものとは何なのかという問題は、常に異論の
余地が残るものである。自己支配には、一般意
思に基づく支配、プロレタリア独裁、多数の民
衆によって情緒的一体感を寄せられた指導者に
よる支配、理性的な少数者による支配など様々
なものが考えられる。それらがファシズムや官
僚主義などを招くこともあり、積極的自由を過
度に強調することはこのような危険性を招く。
真に自己を支配すべきものが何かを最終的に判
断するのは不可能であり、誤った自己支配に伴
う危険性を避けるためにも、国家や多数者によ
って介入されることのない不可侵の領域を個人
に設定することが重要である。社会主義の崩壊
は、まさにこのような懐疑の妥当性を裏打ちす
るものである。そして、自由主義者によれば、
積極的価値とは直接実現しようとされるべきも

1．新たな自由主義批判一
「承認」の問題

現在、自由主義は80年代以降の英米での新保
守主義の台頭や、1989年以降の社会主義政権の
崩壊などを背景に、以前よりも見直されている。
それは、バーリン(Berlin[1961])のいう「消
極的自由」と「積極的自由」の概念を用いるな
らば、次のように言えよう。ここで消極的自由
とは、「他者の行為によって干渉されないこと」
を意味し、積極的自由とは「自分の行為を真に
自分自身が支配できていること」ひいては「自
分を律して価値ある生活を実現できているこ
と」を指す。政治的次元でいえば、消極的自由
とは財産、身体、表現、営利など基本的な自由
権の制度的保障を意味し、積極的自由とは治者
と被治者の同一性、つまり民衆による自己統治
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のではなく、消極的自由を保障された人々の相
互作用によって、結果的に実現されるべきもの
である。自助努力や創意工夫などの徳性、学問
の進歩、生活水準の向上などの積極的価値は、
まさに消極的自由の保障によって（間接的に）
実現される。以上のように自由主義者は考える
のである。
しかし現在、ラディカルデモクラシー(1)と

呼ばれる立場から、自由主義が批判されている。
この立場は、修正の余地のない終局的な自己支
配などという概念は拒否しており、その点で自
由主義者が懐疑的な態度に基づいて個々人の自
由を設定しようという姿勢を評価する。しかし
消極的自由と積極的自由を過度に対立させた上
で消極的自由に重心を置こうとする点に自由主
義の問題があると考える。つまり、修正の余地
のない「大文字」の自己支配がないのと同様に、
｢大文字」の消極的自由もありえないと考える
のである。
この点について、ムフは次のように述べる。
｢起こり得る多数者の専制にたいして、多元主
義や個人の権利や少数者の権利を保障する必要
があるとの主張は確かにそのとおりである。し
かしそれによって、所与の一群の「自由」や既
存の諸権利を自然主義化してしまい、同時に多
くの不平等なる諸関係を支持強化してしまうと
いう、全く反対の危険性もそこには存在してい
るのである｡」(Mouffe[1993=1998:306])
このような自由主義批判の要諦は、つまると
ころ、自由主義が「承認」の問題に適切に対処
し得ないという点にある。ここで整理するなら
ば、「承認」とは、他者を共に生きるに価する
ものとしてみとめ、呼び掛けあい応答しあうと
いう関係を取り結ぶことである。すると自由主
義は「差異一つまり、個別的なもの、多様なも
の、異質なもの-の承認を要求し、事実上、抽

象的な「人間」の概念によって排除されてきた
ありとあらゆるものの承認を要求する」
(Mouffe[1993=1998:27])ことができないとし
て批判される。というのは、自由主義が社会的
な「承認」過程から独立して消極的自由の保障
を考えていると、ムフには映るからである。ム
フの考えによれば、権利は社会的な承認に支え
られて設定されるべきものである。確かに、権
利は人々に等しく公正に適用される必要性があ
るため、標準的な人間像をもとに設定される。
しかし、標準的な人間像が、本当に尊重され配
慮されるべき人間の側面をすべてカバーするの
は不可能であり、また、社会情勢が変化すれば
標準的な人間像も現実と乖離せざるを得ない。
その様な問題が明らかになれば、当然権利は新
たな承認に基づいて変更され支えられるべきで
あるのに、その様な契機を自由主義は適切にと
り込めないというのがムフの考えであろう。
実際、われわれは次のような例を考えること
ができる。たとえば、標準的な営利活動を基準
に保障された財産権や経済活動の自由が、オゾ
ン層の破壊や温暖化といった従来予期されるこ
とのなかった帰結を生じる場合がある。ここで
は安全な環境のもとで生きるという生の価値が
こぼれ落ちることになる。また、同一の言語や
文化を標準にして設定された権利が、異なる言
語や文化が交錯する現代社会の中ではエスニ鳥ツ
ク・マイノリテイを排除してしまう、というよ
うな問題も考えられる。その他にも、現在生き
ている人間と比較して不平等にカウントされが
ちな将来世代の問題など、どんなに公正に-一般
的な権利を設定したつもりでも、何かしらこぼ
れ落ちるものが不可避的に存在するのである。
このような問題にたいして、ムフが必要と考
えるのは、標準的な人間像や権利からこぼれ落
ちるものを、保護に価するものとして絶えず承
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認し包摂し直す作業である。もちろん、ムフは
｢民主主義は、その実現の契機そのもののなか
に、それ自身の崩壊の端緒を持つ」(Mouffe
[1993=1998:16])と述べるように、どのような
承認を行っても、それは決してすべての弱者や
すべての尊重されるべき生活の側面を包摂する
ことはできないという限界を認める。しかし、
それを自覚しつつも包摂化を不断に行っていく
ことが必要なのであり、この作業を自由主義は
適切に行うことができないと、ムフは考えるの
である。

なければならない」(Young[1989=1996:113])
と述べ、「抑圧され、不利益を被っているよう
な諸集団のみが異質性を帯びた公衆の中で特別
代表権を受けるに価する」(Young[1989=1996:
116])と述べる。
このようなヤングの議論にたいして、われわ

れは次のような疑念を感じざるを得ない。正義
に照らして許されない個別利害とは、どのよう
にして判断されるのだろうか。一般的観点を捨
て去ってもこのような判断は可能なのだろう
か。もし、この判断には何かしら基準を要する
のだとすれば、一体、一般性は捨て去られるの
か保持されるのかどちらなのだろうか。ヤング
はこの問題に答えていない。この点に関して、
ムフならば新たに承認されるべき異質性や感情
性も、決して所与とされるべきではなく、むし
ろ常に更新されるべきであり、そうすることに
よって正義にかなわない異質性は除去されて行
かなければならない、と考えるだろう(Mouffe
[1993=1996:1721)。しかしこのような解答に
たいしても、その様な継続的な作業が次々と事
態の悪化を招いて行くという危険性があること
を、われわれは否定できない。
結局、われわれには、本当に保護に価するも
のと単なる個別利害とを区別するのに十分なだ
けの能力が備わっていないのである。したがっ
て、多くのことが個別利害によって塑断される
という事態を避けるためには、ある程度、一般
的な観点から消極的自由の領域を設定し、それ
を安定的に保つことが必要となるのである。
以上から、現在われわれに求められている課
題とは、消極的自由と弱者の承認とをどのよう
に両立させるか、というものであるといえる｡
その際、われわれは、「普遍的で合理的な権利
を設定することはできない」にもかかわらず、
消極的自由を保障しなければならないし、「権

２．消極的自由と承認のバランス

では、環境汚染、人口問題、エスニシテイ問
題、女性問題、大衆消費社会における人間の苦
悩など、現代に特徴的な諸問題について、自由
主義は本当に有効に対処できないのだろうか。
そうではなく、自由主義はむしろこれらの問題
にたいして、よりバランスあるアプローチを提
示できるということを本節で示したい。そのた
めに、まずヤング(Young[1989=1996])の議
論を参照しよう。
ヤングによれば、資本主義的な自由主義社会

では白人、男性、ブルジョワジーという人間像
が理性的で節度のあるモデルとして想定され、
女性や非白色人種たちは未開で無教養な欲望の
持ち主であるとして排除されている。そこでヤ
ングは「異質性を帯びた公衆」という概念を打
ち出し、公共領域に異質性や感情的なものを流
入させるべきであると主張し、一般的な観点に
たいする信頼は捨て去るべきと考える。ところ
が、他方でヤングは「個人や集団は自分たちの
欲求をそのまま単純に述べることはできない。
つまり、その欲求を実現することは、正義に照
らして必要である、または許されているといわ
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主義は決して一度設定した権利を、修正する必
要のないものとして自然主義化するような、硬
直的なものではないといえる。
そこで、以下では「一般的な権利を暫定的に

設定した上で、新たな承認の必要性をどこまで
とり込んでゆくことができるか」という観点か
ら自由主義の諸説を検討して行こう。

利の修正によって保護に価するものと保護され
てはならないものとを適切に弁別することはで
きない」にもかかわらず、不断に承認を更新し
ていかなければならない。
するとこの問題にたいして二つのアプローチ
が考えられる。一つは、一切の権利や価値は流
動化や相対化をまぬがれ得ないとしたうえで、
比較的安定的に維持すべきものを（後から）拾
い上げて行くというアプローチであり、もう一
つは、とりあえず既存の権利を暫定的に維持し、
その上で必要に応じて漸進的に変更を加えて行
こうとするアプローチである。自由主義は後者
のアプローチをとるのであり、これには次のよ
うな利点が考えられる。
まず第一に、現代社会は歴史上類を見ない大

規模で複雑な社会であるため、煩瓊な営みは限
界をきたしやすい。第一と第二のアプローチで
は要求される作業はどちらが煩瓊かというと、
後者は一般的に権利を設定した上で、権利濫用
を制限し弱者を救済してゆくことを考えればよ
いのにたいして、前者は絶えず権利を設定し直
すと同時に、特殊利害者のうち利己的な者と真
に救済が必要な者とを弁別する作業を負わなけ
ればならない。両者とも人間の能力の限界とい
う認識に立脚しているが、それにより忠実なア
プローチは後者であるといえる。
第二に、自由主義の諸説は、これまでにも理

想的な合意、自己所有権、慣習等々の様々な観
点から自由を正当化しようとしてきた。これら
の諸説を比較検討することで、自由主義という
観点からどの程度承認という課題に答えられる
のか、どの程度権利の修正可能性を認めるのか、
という問題にたいして着実な議論を行うことが
できる。承認と消極的自由のバランスという課
題にたいして、自由主義は建設的に議論を組み
立てることができるのである。この点で、自由

3．政治的自由主義

この立場は、現代自由主義の中でも主流とい
うべき立場であり、代表的な論者としては、
Rawls(1971,1993)、Dworkin(1977)、少し離
れてAckerman(1980)などが挙げられる(:2)。
ここではロールズを中心に見て行こう。
政治的自由主義の特質としては次の三点が挙
げられる。まず第一に、ロールズは、人々の戦
略的な利害計算の一致によって秩序を構築し維
持しよう(3)とするのではなく、あくまで価値
と理想とが権威的役割を果たす「道徳」型の合
意によって秩序が構築されなければならないと
考える。前者は孤立した人間像を前提としてい
るが、後者は公正な社会的協力(fairsoCial
cooperation)のある世界観から出発しており、
前者から後者を導くことはできないというのが
ロールズの考えである(Rawls[1993:51])。自
由は決して利害上の好ましさという観点から擁
護されるのではなく、人々が道徳的な態度に基
づいて互いを承認しあうならば、必ずや個々人
の自由が尊重されなければならないという観点
がとられる。この点で、ロールズは自由をすぐﾞ
れて承認と結びつけて考えているといえる。
その際に、第二点としてロールズは、近代社
会における多元性の事実を考慮する。近代社会
では、人々は互いに相異なる生の構想を持って
いる。そのような多元性を考慮せず、あえて特
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た弱者を、新たに「承認」できるのだろうか。
ここで考えなければならないのは、理想化され
た合意プロセスの性質である。もし、このプロ
セスが普遍的なものと考えられているならば、
それは実際には標準的な人間像からこぼれ落ち
る弱者を、普遍性の名のもとに排除してしまう
かもしれない。原初状態で理性的に合意する
人々のモデルに当てはまらないような、異質性
を帯びた人や情緒的な人が排除されるかもしれ
ないのである。
しかし、実際にロールズが考えているのはそ

の様なものではない(6)。ハートも指摘してい
るように、ロールズの理論には「公共心に満ち
た市民像」という積極的な価値観が内在してい
る(7)のであり、原初状態の想定も「民主社会
の公共的政治文化に内在する基本的な考え」
(Rawls[1993:13])を明らかにするためものに
他ならないのである。このような背後的価値観
に基づいて、消極的自由の領域が確保されると
同時に、「もっとも不遇な人に対して最大限の
配慮を払う」という格差原理も採択されるので
ある。このような背後的価値観を、ドゥオーキ
ンは「平等な尊重と配慮への権利」(8)と考え
る(Dworkin[1977=1986:305])。ドウオーキン
によれば、自由主義が、相互に異なる良き生を
平等に扱おうとするのもこの理想を積極的に実
現するためであり、決して単に形式的な中立性
を尊ぶからではないのである。
そこで、われわれが注目すべきなのは、政治
的自由主義は、設定された権利を普遍的なもの
として絶対視するのではなく、このような背後
的価値観に照らして常に捉え返す可能性を持っ
ているということである。格差原理はその様な
営みの一つだと理解される。同様にして、ドゥ
オーキンは、既存の一般的ルールでは不利な待
遇を受けているマイノリテイの問題について、

定の生の構想だけを価値のあるものだとするな
らば、それは不可避的に権力の抑圧的行使を招
く。現代の市民は、合理的だが相互に矛盾する
教理によって分断されている。それでもなお
｢自由かつ平等な市民たちからなる、正義にか
ない安定した社会が持続的に存在し得るとすれ
ば、それはいかにして可能となるのか」という
ことをロールズは考えようとするのである
(Rawls[1993:xviii])。すると、カントの自律
やミルの個性のように、本来的に論争の余地の
ある根拠に基づいて秩序が構築されてはならな
い。そういった特定の生の理想とは距離をとっ
た抽象的な道徳によって社会秩序が構築される
必要がある。それが、「公正としての正義」で
あり、中でも「自由をすべての人に等しく最大
限に保障せよ」という、正義の第一原理が重視
されるのである。
そして第三点として、自由を保障する必要性
を、ある理想化された合意プロセスから演鐸
的(4)に導こうとする点が挙げられる。ロール
ズの社会契約説(5)によれば、現実の社会の
様々な側面を一般的なものと偶然的･非本質的
なものとに分け、後者を捨象した原初状態とい
うものから、議論が演鐸的に組み立てられる。
原初状態の人々には、情報、動機、採択される
べきルールについて大きな制約が課され、ごく
限られた一般的、普遍的な前提しか許されてい
ない。自分の社会的地位、所有物、才能、身体
的能力といったものは偶然的なものと考えら
れ、原初状態ではそのようなものが誰に帰属し
ているか人々は知ることができない。そのよう
な状態の下で人々が討議を行い、自由を保障す
る必要性が全当事者の間で合意されるならば、
それが社会的にも擁護されるのである。
さて、以上のような政治的自由主義の主張は、

どのようにして標準的な人間像からこぼれ落ち
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｢平等な尊重と配慮」という観点から権利の捉
え直しを行う可能性を論じている(Dworkin
[1977=1986:第七章])。
ところでムフによれば、このような背後的価

値観は「一定の人々を対話の中から排除した
｢決定」の結果として成立したものにほかなら」
ず、「それらに異論を唱えるものは除外してし
まう」(Mouffe[1993=1996:290])と考えられ
る。しかし、この批判は当たらない。われわれ
がその様な対話から除外された人々にたいして
感受性を発揮するのは、まさに「平等な尊重と
配慮」を持っていなければ不可能だからである。
確かにその様な価値観も絶対視できるものでは
ないかもしれない。しかし、既存の標準的な権
利の捉え直しを導くものである限り、背後的価
値観は保持するに価するのである。
ところで、政治的自由主義にとって重要なの

は、そのような背後的価値観が十分に抽象化さ
れていることであり、そのような抽象性によっ
て（多少の排除は伴うものの）多様な生の理想
が最大限に両立できるように追求されることで
ある。そうすると、積極的価値観のもつ「抽象
性」とは、弱者を新しく承認するための権利変
更が、保護に価しない人々を不当に利すること
にならないように、バランスを保つものである
と解釈できる。弱者にたいしても抽象的、一般
的な観点から救済が図られるのであり、ある特
定の集団にたいして具体的に肩入れする形での
権利変更は抑制されるのである。
では、政治的自由主義に問題点はないのだろ
うか。確かに、政治的自由主義は標準的な権利
を見直し、新たな承認を行う可能性を持ってい
る。しかし問題なのは、その方法である。
ロールズは、正義の諸原理を実際の社会に適

用するためのものとして、原初状態を含む四段
階の系列を想定している。その際、段階を経る

ごとに制約条件は緩和され、具体的な社会につ
いての情報が考慮されるようになる。第二段階
は憲法制定集会であり、正義の第一原理が具体
化される。第三の立法段階では「政府の立憲的
権力や市民の基本的権利のための体系を設計す
る」ことになる(Rawls[1971=79:154])。そし
て、ここまででルールの完全な体系が採択され
ることになる。最終段階に相当するのが、司法
および「市民一般によるルールの遵守」という
段階であり、ここでは市民的不服従や良心的拒
絶という「特殊な状況」が考察されることにな
る(Rawls[1971=79:156])。
この四段階は、ロールズもことわっているよ
うにあくまで工夫の域を出ないのだが、以上か
らも分かる通り、ロールズは具体的な場面にお
ける自由の保障を、まずは政治機構および立法
秩序の問題として論じようとしている。確かに
ロールズは立法秩序が市民的友情や政治文化に
適合する必要があると論じている。しかし、そ
れは原初状態から立憲段階、立法段階へと実際
に情報をだんだん増やしていく際に、いわば人
工的に算入されて行くものである。そこには、
人々の間で醸成酒養された市民的友情や政治文
化こそが保障されるべき自由の大枠を形作り、
政治機構や立法秩序はそれを補強するために設
けられる、というような見方は希薄である。
ハーバーマスは「(ロールズの）正義論の観
点からは、民主政体を設立する行為は、ひとた
び構築された公正な社会の制度的条件の下では
繰り返されることはありえない」(Habermas
[1995:128])として、ロールズの硬直性を指摘
するが、実際にはロールズはそれほど硬直的な
わけではない。市民的不服従や良心的拒絶を認
めることで、一般の人々の観点から制度を見直
してゆく可能性をロールズは認めている。ロー
ルズについて真に問題なのは、その様な可能性
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を認めていないことではなく、その可能性を実
現するための道筋を、幅広く認めて行く姿勢が
希薄なことである。つまり、市民的不服従に起
因する見直しでさえも、再び四段階の制度構築
という人工的なプロセスを経過する点が問題な
のである。自生的に醸成された文化や慣習にダ
イレクトに着目することが少ないのである。
ロールズの考え方に従うと、実際の場面では、

多くのことが立憲的な政府という回路を経過
し、その際に、救済されるものとされないもの
を結ぶ多種多様なつながりが、政府の判断とい
う観点から短絡的に集約されてしまう危険性が
ある。したがって、政府の判断次第では、承認
に価するものが救済される以上に、本来承認に
価するものが損害を受けることも否定できな
い。たとえば、格差原理に基づく所得の再分配
が、非常に官僚的で硬直的な形で行われるとい
うこともあり得るのである。
ロールズの論ずる政府は、確かに形式的に正

義のルールを設定するだけではなく、ある程度
柔軟でバランスのとれた形で承認を行うことが
できる。しかし、ロールズには文化や慣習など
社会的な次元への配慮が不足しているのは否定
できないのである。
そこで、次に、そのような社会的次元を考慮
したものとしてラズの議論を検討しよう。

律」であり、これを実現するために自由は保障
されるべきと考える。
ここでいう自律とは、自分の前に開かれてい

る多様な人生経路の中から選択を行うことを通
じて、自分の生を意義あるものへと形成して行
く能動的な態度を指す。このような自律的態度
は道徳的多元主義を前提としている。道徳的多
元主義とは、世界には様々な生の理想が存在し、
それらは両立不能であると同時に優劣をつける
ことができない、とする考え方である。このよ
うな判断不能性を認める点でラズはロールズと
共通している。しかし、このような判断不能性
を前にして、どのような生の理想を選ぶのも自
由であると考えてはならない。両立不能な数々
の道徳の中で、どれがもっとも自分の人生を価
値あるものにするものか真筆に選択すべきであ
る。そして自由主義に必要なのは、そのような
態度を支えることであるとラズは考えるのであ
る。
さて、ここでラズがロールズと異なるのは、

生の構想を真筆に選択できるためには、機会の
平等が保障され、それに補足して所得の不平等
を是正する（格差原理）だけでは足らないと考
える点である。ラズによれば、自律が可能とな
るためには、意義のある選択肢が現実に数多く
存在するという、ある一定の社会環境が必要な
のである。ロールズの場合、その様な選択肢お
よび資源、つまり基本財(9)は、前節で確認し
たように人工的に設定される。しかし身体障害
者や少数民族のような人々の場合、人並みの生
活といった最低限の生の理想を追求するだけで
も、介護や多言語教育のような他の人以上の基
本財が必要とされる。ラズの立場からは、その
ような不利な立場にある人々にとっても、意義
のある選択肢が現実に数多く存在することが要
求される。すると「社会において利用可能な諸

4．自律

ロールズやドゥオーキンの自由主義も、ある
積極的な背後的価値観に導かれたものであった
が、ラズはこの姿勢を更に積極的に進める。ラ
ズによれば、多様な生の構想の中でどれが道徳
的に望ましいものかという判断は放棄されては
ならず、自由主義は積極的に一定の道徳的理想
にコミットすべきであると考える。それが「自
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機会の本性･特質を相当程度決定するのは公共
的文化」であるため、適切な公共文化の存在が
重要となる(Raz[1989=1996:231])。また、公
共文化を維持し発展させようという国家や市民
の働きも重視される。市民の間から自生的に醸
成酒養された公共文化に着目する点で、ラズは
ロールズよりも承認の可能性について大幅な配
慮をしているといえる。
正義の二原理のような形式的な基準が不十分
であるのは、「個人の自由は他の個人にも保障
されるべき同等の自由以外のものによって制限
されてはならない」という個人主義的な権利観
をとっているからである。ラズにとって、「権
利を基底におく道徳が必然的に個人主義的でな
ければならないことはない」(Raz[1984=
1996:15])。ラズにとって､権利とは他者の干渉
から保護される権利にとどまらず、公共文化と
いう集合財にたいしてアクセスする権利も含ま
れるのである。われわれは、エスニシテイ問題
における「多文化教育を受ける機会」などをこ
のような集合財の例として考えることができる
だろう。また義務に関しても、個々人は他人の
権利を尊重する義務を担うだけでなく、共同体
にたいする義務も担うとラズは考える。つまり、
人は自律の理想にとって必要な公共文化（たと
えば、ボランティア活動を容易ならしめるよう
な社会的雰囲気などが考えられよう）を維持し、
発展させる義務も担うのである。
ところでラズは、自律原理と消極的自由との

関連に関し、次のように考える。ラズはまず
｢加害原理」に着目する。加害原理とは「ある
人物に強制的に介入するための唯一の正当化
は、他者への加害の阻止だけである」というこ
とを指す(Raz[1987=1996:268])。つまり、他
者に害を及ぼさない限り、個々人は何でも自由
に活動してよいのであり、これは通常、消極的

自由を保障する原理の一つ(10)として理解され
ている。しかし、ラズは加害原理を拡張的に解
釈することによって、消極的自由を保障すると
同時に、それを国家の介入と両立させようと考
える。それは次のようなプロセスで行われる。
まず、自律のためには十分に意義ある選択肢

が確保されていることが必要だが、そうすると、
人から選択機会や選択肢を遂行する能力を奪う
ことは、彼に害を与える一つの方法である。次
に、加害は必ずしも作為的な行為によってのみ
生じるとは限らないと考える。たとえば約束を
履行する義務のある人は、約束を果たさないと
いう不作為によって約束の相手方に害を与える
ことができるのである。そうすると、この二つ
の前提から導かれる帰結は次のようなものにな
る。すなわち、「もし政府が人々の自律を促進
すべき義務を負っているならば、人々に自律を
減少させる行為をさせないためにも、人々の選
択肢や機会の改善のために必要な行為を人々に
させるためにも、政府が強制力を用いることは
加害原理の許すところ」となるのである(Raz
[1987=1996:272])。これに基づいて、累進課税
による所得の再分配、税金による教育制度、運
輸業のような準公共的な業種への補助金などが
正当化されることになる。
以上のようなラズの主張を、われわれはどの
ように評価すべきだろうか。この主張には積極
的に承認の問題に対処しようという姿勢が見ら
れ、公共的文化や非個人主義的な権利観に言及
することで、ロールズよりも踏み込んで承認の
ための実質的な条件に言及している。しかしわ
れわれは、公共文化を積極的に発展･維持する
ために政府の強制を認めるということが、消極
的自由の窓意的な制限につながらないか懸念し
てしまう。自由主義は多数者の専制が個人の自
由を侵害することを懸念するが、ラズのいう公
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検討する。共文化がこのような多数者の意思とならないた
めには、何らかの弁別基準が必要となる。ラズ
のいう公共文化は、たとえば「芸術作品を破壊
しない義務」などを課し、「自分の職場や国に
たいする忠誠心」などを要求する(R a z
[1984=1996:32-3])。すると、ファシズムの温床
となるような権威主義的な公共文化はそこから
排除されるとは、必ずしも言い切れない。選択
肢が有意義であるかどうかを、仮に自国への誇
りという点から判断するならば、権威主義的な
文化は人々の自由を制限するどころか、むしろ
より有意義な選択機会や能力を与えてくれると
考えることもできる。何がより有意義で多様な
選択に開かれている状態なのか、観点次第で窓
意的に判断できてしまうのである。
権威主義的文化によって自由の窓意的な制限
が生じる危険性にたいしては、加害原理が防波
堤となり得るのではないかと考えられるかもし
れない。しかし、ラズは「不作為による加害」
を認めることで、むしろ国家の介入に道を開い
てしまっている。消極的自由の重要性を意識す
るならば、公共文化が必ずしも多様な選択肢を
可能にしてくれるとは限らないという点に留意
せざるを得ないのである。
しかし他方で、形式的な権利からこぼれ落ち
るものの承認を真筆に考えるならば、やはりロ
ールズ的な政策では不十分であり、公共文化の

持つ意義を積極的に考えなければならない。そ
うすると、公共文化のうち、たとえば権威主義
的な文化と少数民族に寛容な文化とを区別でき
るような、何らかの弁別基準が必要である。そ
してその際、どのような文化が望ましいか終局
的な判断をわれわれは下すことができないとい
う限界を自覚するならば、弁別基準は形式的な
ものが望ましい。そのような弁別基準に視角を
提供するものとして、オークショットの議論を

5．自生的ルール

公共文化の様々な形態を区別するに当たっ
て、もっとも有益な視点を提供しているのが、
オークショットの議論である。
オークショットによれば、人間関係の様式に

は二つのものが区別される。一つは「企業的結
合体」であり、これはある共通の目的や持続的
に満足されるべき共通の利益を追求するための
関係である。それとは別に「市民的結合体」と
いうものが存在し、これは「習慣やルールとい
った---行為遂行に際して---承諾されるべき考慮
事項を、共通に認知することについての関係」
である(Oakeshott[1975=1993:25])。これは企
業的結合体のように、目的を目指して結成され
たものではなく、誰か特定の人が作ったわけで
はない自生的なルールによって結び付けられた
関係である。このルールは、個々人が何を目的
として行為するかという点に関しては一切関知
せず、ただ行為を遂行する際にとるべき一定の
様式を定めるにとどまる。そしてこのルールは、
諸々の主体がなす千差万別の予見不可能な行為
にたいして、等しく適用される。
オークショットはこのことを、言語を例に説

明する。言語はわれわれに何を発言すべきかを
決定するものではなく、われわれが何か発言し
ようとする際に、考慮しなければならない様々
な事項（文法、語彙、正しい用例など）を規定
するだけである。市民的ルールもこれと同様で
ある。企業的結合体ならば、その目的に照らし
てたとえば資材の買い付けなど、ある特定の取
引行為を行うことが要求される。ところが市民
的結合体のルールが要求するのは、そのような
取引が当事者の合意を取り付けていること、第
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三者の利益を不当に侵害していないことなど
の、一定の手続きや様式を満たしていることで
ある。つまり市民的ルールは、取引やその他の
行為のあり方を制限するかもしれないが、どの
ような目的を果たすべきかを決定したりしない
のである。
このような市民的ルールの特徴として重要な

のは次の二点である。第一に＄このルールは消
極的自由を保障する。つまり、人々が自由に選
択すべき目的にたいして、他者が介入的に指図
することをこのルールは禁ずるのである。ロー
ルズの議論では消極的自由を保障するのは人工
的に設定された権利であったが、オークシヨツ
トはこのような自生的なルールによって自由が
保護される可能性を指摘したといえる(ll)。第
二に、このような市民のルールは絶えざる調整
に開かれている。ルールは、優れて知性的な活
動を伴うものであり、常に「(ルールとして）
学習され理解されることを通じてのみ用いられ
ることができる」(Oakeshott[1975=1993:24])。
そしてその様な学習や理解を通じて常に変動す
る可能性を持っているのが市民のルールの大き
な特徴である。
ところで、オークショットは「市民状態は道

徳的慣行に関する結合体である」と述べている
(Oakeshott[1975=1993:62])が、これは「道徳
的」という語の一般的な語感に反するように思
われるかもしれない。そもそもオークシヨット
のいう市民状態とはきわめて形式的なものであ
り、「道徳」という言葉から一般に想起される
もの、たとえばカントの自律やミルの個性など
とは関連性が薄い。にもかかわらず、形式的な
ルールに基づく市民状態を「道徳的」と表現す
るのはどのような理由によるのだろうか。
これは、オークショットの知識観に由来する。

オークショットによれば、「いかなる市民的ル

-ルも道徳的諸規定から演鐸することは不可

能」(Oakeshott[1975=1993:98])であり、また、
｢その追求が幻滅へと至らないような理想は存
在しない」(Oakeshott[1962:69])。つまり、人
間の知識のうち演鐸的に導くことができるもの
というのは非常にかぎられており、多くのもの
の正当-不当は経験の中で事後的にしか判断の
つかないものである。オークショットの視点か
らすれば、「いかなる道徳的原理も行為の事後
的な明文化」にすぎず、「道徳的原理とは、常
に一つ前の経験の要約でしかありえない」ので
ある（渡辺[1996:159])｡
ところで、オークショットの考える道徳とは、
どのような行為が当一不当かの判断を下すこと
によって人々の結合の在り方を示してくれるも
のであると推察できる。その点ではカントの自
律やミルの個性も排除されない。ところが大半
の道徳原理は、人々がすでに結合している中で
適用されることを通じて、事後的にその原理が
妥当かどうかが明らかになる類のものである。
それにたいして唯一市民的結合体のルールだけ
が、われわれの行為に先行して行為の妥当性判
断を与えてくれる。もちろん、それはこのよう
なルールだけが他の道徳原理と異なり、経験の
中で修正されることはないということを意味す
るのではない。むしろ、このようなルールは常
に修正にたいして開かれているのが特徴であ
り、オークショットによれば、ルールは「用い
られることを通じて絶えざる変容を被」るもの
であり、「状況への絶えざる対応がなされ」る
べきものなのである(Oakeshott[1975=1993:
102])。重要なのは市民的結合体のルールだけ
が、われわれのいかなる行為よりも形式的に先
行しているという点であり、この点で「人々の
結合のあり方を指示する」という道徳性を第一
義的に有しているのである。
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オークショットが主張したいのは、人々の結
合は決して目的の共有がなければ生じないよう
なものではなく、むしろ目的の共有に先行して
連帯の絆や市民間の承認が存在しているという
ことである。道徳的な承認、第一義的な承認と
は、その様な目的の共有に基づく必要のない承
認なのである。その中で、人々は「みずからを
市民として認知し開示」し、「自分たち相互の
関係を理解し絶えず探求していく」(Oakeshott
[1975=1993:28])。そうすると重要なのは、消
極的自由の保障とはすぐれて道徳的なものであ
り、それは市民的ルールを介して、市民間の承
認(12)およびその絶えざる更新と本質的に結び
ついているという点である。ラディカルデモク
ラシーの考え方に従うならば、消極的自由の保
障は、他方で標準的な人間像からこぼれ落ちる
ものを適切に承認し直すことができなかった。
しかし、市民のルールに着目するならば、消極
的自由と承認の更新には内在的な関係があるこ
とが分かる。オークシヨットによれば､政治と
は市民のルールを望ましさの観点から解釈し直
したり変更したりする活動であるが、それはル
ールの中に「まだ完全に現われていないものへ
の共感」を探求する活動なのである(OakeShott
[1962:124])。女性がその法的地位に関して新
たに承認されるようになるのも、このような共
感の探求によるとオークショットは述べている
(Oakeshott[1962:124])。同様にして、われわれ
はエスニシティ問題、環境問題など現代の諸問
題にたいしても、市民のルールを解釈し直し、
まだ現われていない共感を探るという方法によ
って、消極的自由の保障と両立できるような承
認の在り方を追求することができると考えられ
る。
オークショットの述べる自由の特徴につい

て、リデイントンは以下の三点に整理する。第

一に、オークショットは、自由が保障されるの
は人々の欲望を最大限に満足させるためではな
いとする。自由の保障は市民のルールが持つ権
威に由来するのであり、市民のルールが欲求や
道徳の実質にたいして無関心であるのと同様、
自由の保障はそのような実質とは無関連であ
る。第二に、法は自由を制限しないとオークシ
ョットは考える。言語の規則が人々の話すこと
のできるものを制限しないように、市民の自由
を制限しはしないのである。第三に、市民の自
由の保障されるべき範囲は、量的に判断される
のではなく、様式によって判断されるべきであ
るとオークショットは考える。つまり、オーク
ショットにとって良き市民的国家とは、人々に
実質的な目的遂行を命じるものの広大な活動の
余地を残しているような国家よりも、人々の活
動に多くの制限を加えるもののそれがすべて形
式的な制限にとどまるような国家なのである。
(Liddmgton[1984=1987:380-l])。
オークショットのルール論はラズの公共文化

の議論よりも以下の点で進んでいる。ラズの論
ずる公共文化は、確かに人々の自律的な生を支
えるという点から承認に貢献するが、それが必
ずしも人々の消極的自由の保障と両立するとは
限らない。というのは、ラズの言う公共文化は、
人々に意義のある選択肢を数多く用意するよう
に見える文化をすべて含む。ところが、その様
な文化のなかには、公共性にたいする義務の名
のもとに個々人の消極的自由を制限する危険性
のあるものも存在してしまう。これにたいして、
オークショットは消極的自由の保障と両立し得
る文化や慣習とは何なのか明らかにしている。
それは何か実質的な欲求や道徳の追求に役立つ
ような文化や慣習ではなく、あらゆる目的に開
かれた形式的な慣習なのである。このような慣
習が、市民の相互承認の必要条件となると同時
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を考えるならば、安易な弱者への配慮がかえっ
て大きな災厄を生む危険性も十分に認められ
る。また、消極的自由の保障は、決して利己主
義だけを助長するものではなく、自由な相互行
為の中から真に必要な事は何であるかを発見す
るためのものであると考えられる。私的活動の
自由が保障されるからこそ、人々はある場合に
は隣人愛にもとづいて、またある場合には営利
心や競争心から、弱者や機会の平等を保障さ''れ
ない人に対する配慮を多種多様な形で実現する
ことも期待できる。もし承認が社会的に必要な
ものであるならば、そのような自然な形で実現
されるべきであって、強制力のある規則や政府
によって一律に承認の問題に対処しようとする
事こそ、かえって望ましくない帰結を生む危険
性があると、この立場からは考えられるのであ
る。

に、消極的自由を保障してくれるのである。
ところで、以上のようなオークショットの議

論にも問題点がないとはいえない。実際、オー
クショットはきわめて保守的な理論家であり、
私的所有権を擁護し、弱者にたいする再分配に
は否定的である。オークショットは、たとえ
｢道徳的改善のためであれ---特定個人や特定団
体の諸利益---に恩恵なり便宜なりの報償を与え
る提案は、---公的事項の性格によって必然的に
排除されている」(Oakeshott[1975=1993:91])
と述べている。そうすると、オークショットの
いう市民の相互理解とは、「社会的な弱者を排
除せず共に生きるものとして包摂する」という
承認の観点からは不十分なものに見えてしま
う。
また、オークショットの言うように、形式的

な条件を課するにとどまるというルールが、あ
らゆる目的の行為にたいして開かれているとは
決して限らない。形式的なルールが事実上、あ
る種の行為にたいして不平等な制限を課してい
るということもありうる。たとえば、すべての
人々に平等に適用される労働慣行が、出産や育
児を行う必要のある女性にたいして、労働機会
を不平等に制限してしまうことも考えられる。
この点に関してオークショットがどのように考
えているかは明らかではない。たとえ形式的な
ルールがすべての目的にたいして平等になるこ
とはなくとも、少しでも平等に近づくように解
釈を加え、修正を続けて行こうと考えるべきな
のか、それとも形式的なルールにとどまらず何
か実質的な是正措置を取ることを考えるべきな
のか、はっきりとしない。
しかし、以上のような点に関し、オークシヨ
ットの立場を代弁して次のように反論すること
もできよう。すなわち、大概のことの是非は事
後的にしか判断し得ないという人間知性の限界

６．まとめ

現在､自由主義もラディカルデモクラシーーも
同じ課題に取り組んでいるといえる。すなわち、
消極的自由の保障と承認の両立の問題である。
この問題にたいして自由主義はきわめて漸進的
なアプローチをとる。それは、暫定的に一般的
な権利を設定した上で、そこからこぼれ落ちる
弱者を再び承認するために、どれだけ権利を動
かすことができるのかと考えるのである。ロー
ルズ、ラズ、オークショットの議論はいずれも
このことを論じたものと解釈できる。ところが、
ロールズは、主に人工的に設定された権利に依
拠するために、新たな承認に応じる可能性が小
さくなってしまう。そこで、公共文化や慣習と
いった、社会の中で自生的に発生しているもの
に依拠して、消極的自由の保障と承認の両立を
考える必要がある。その際、ラズは公共文化一
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のはホッブズが代表的であるが、現在ホッブズの
議論の延長線上で、「規定の方手続きに関する立憲
的合意」を社会統合の基礎に据えて自由主義を論
じているものとしてBuchanan&Tullock[1962]を
参照。
(4)しかし、政治的自由主義が決して演鐸一本では
なく、論理と経験のフィードバック（＝反照的均
衡）を通じて道徳原理の正当化を図っている点に
ついては、Rawls[1971=1979:450-1]を参照。

(5)Dworkin[1977]もロールズ同様、社会契約説に
基づいて自由の原理を導出しようと試みている。
他方、Ackerman[1980]は会話モデルに基づいて
自由の原理を導こうとしている。これは社会契約
説のように反事実的に条件を設定した状況を想定
するのではなく、日常のコミュニケーション過程
の中に潜在している合理性の根拠を追求し、そこ
から自由の原理を導出しようとするものである。
(6)これにたいして、アッカーマンはあくまで形式
的な中立性を自由主義は目指すべきであると主張
する。
(7)ハートによれば、ロールズは「実のところ自分
自身の潜在的なある理念を秘かに抱いており、原
初状態の当事者が無知のヴェールの背後から合理
的人間として各自の利益のために行うべき選択対
象としての自由の優先性を提示するとき、彼は暗
黙のうちにこの理念に依拠しているのである。こ
の理念とはすなわち、社会生活の主要な善の中で
も政治的な活動や他者への奉仕に高い価値を認め、
単なる物質的財や満足のためにこのような活動の
機会を交換することを耐えられないと考えるよう
な、公的精神に満ちた市民の理念である。(Hart
[1983=1987:254])

(8)ドゥオーキン自身の例を借りるならば、わたし
に二人の子供がいて一人が病気で死にそうで他方
は同じ病気で単に体調を悪くしているに過ぎない
とき、残っている一服の薬をどちらの子供に飲ま

般を区別することなく考慮に入れたために、承
認の問題にとっては十分であっても、消極的自
由の保障について難点が生じた。これにたいし
てオークショットは慣習を区別する基準を与え
ることができる。オークショットの言う市民の
ルールに依拠することによって、われわれは次
のように両立を図ることができる。一方ではこ
のようなルールが人工的に設定された権利と同
様、消極的自由の保障を可能にする。他方で、
このルールは絶えざる再解釈や変動に開かれて
おり、その過程で、標準的な人間像からこぼれ
落ちるものを承認し直すことが可能となるので
ある。
このようにオークショットは、ルールを絶え

ず再解釈することの必要性･不可避性を論じる
点で、ラディカルデモクラシーに親縁性を持っ
ているともいえる。しかしオークショツトのル
ールはあくまで消極的自由のルールである。こ

の点でオークショットはもっとも微妙なバラン
スを保っているといえる。そこで、今後目指さ
れるべきなのは、オークショットの議論をより
具体的な場面でも適用可能なように、精綴化す
る作業であろう。

注
(1)ラディカルデモクラシーと呼ばれる議論は、古
典的な民主主義にも自由主義にも懐疑的な立場を
取るという点では、ほぼ共通しているといえるが、
実際には安易な総括を許さないほど多種多様な立
場が存在する。その点については、Trend[1996],
Benhabib[1996]を参照。
(2)もっとも、「政治的自由主義」という言葉で明示
的に自分の立場を語っているのは、この中ではロ
ールズだけである。

(3)戦略的な利害計算に基づく秩序の構築を論じた
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せるかコインをはじいて決めるのは、「中立」には
なり得ても、「平等な配慮」を彼らに示したことに
はならない。
(9)独自の生の構想を追求するのに必要な基本的な
財を指し、具体的には権利や自由、機会と所得や
富、自尊心などといったものを指す。(Rawis:
1971=1976:48])
(10)消極的自由の保障をあらわす原理としては、他
にもロールズが言及した「他者の同等な自由を侵
害しない限り自由に行動する権利」という考え方
が挙げられる(RawlS[1971=79:189])。これを加
害原理と比較するならば、一般に加害原理の方が
自由の保障される範囲は狭くなる。たとえば競争
を考えてみると、他者との競争がわたしを害する
ことはありうるが、それがわたしの自由を侵害し
たことには必ずしもならない。
(11)オークショットによれば、国家はこのような自

生的ルールによって示される消極的自由の領域を
確実にする役割を担う。
(12)もっとも、このような承認が常に予定調和的な
ものであるとは限らない。市民のルールには常に
解釈の余地があることからも、当然解釈をめ‘:.る
闘争が生じ得る。そしてルールの解釈は演鐸的に
導かれる性質のものではない以上、解釈をめく．る
闘争を決着させる明確な基準は存在しない。しか
し、だからといって通常の場合このような闘争が
果てしなく激化したりしないのは、ルール全体の
妥当性を疑義にさらして全面的に争うことが朋難
だからである。われわれは解釈をめぐって争う際
にも、他の大部分のルールの解釈は共通している
ものと想定せざるを得ない。「政治は---市民的諸条
件の体系全体の望ましさ如何には関与しない」と
オークシヨツトも述べている(Oakeshott[1975=
1993:86])。
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